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１．法的根拠 
 
（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置） 
【建築基準法】 

第５１条 
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政

令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定している

ものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審

議会（その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市

町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会）の議

を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範

囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。 
 

 
 
 
【その他政令で定める処理施設】 
 
＜議案第１号＞ 

建築基準法第５１条に規定されている政令で定める

処理施設 
既存施設の処理能力 

新規設備設置後の処理

能力 
取扱廃棄物・処理の種類 処理能力 

廃プラスチック類の破砕 ５ｔ/日を超えるもの ４．５ ｔ/日 ３３．０６ ｔ/日 

木くずの破砕 ５ｔ/日を超えるもの ４．５ ｔ/日 ８５．３０ ｔ/日 

がれき類の破砕 ５ｔ/日を超えるもの ４．６ ｔ/日 １７３．６４ ｔ/日 
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議案第１ 
 配置図（騒音・振動環境影響調査）  
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 騒音・振動の予測値と基準値  

■振動の基準値と予測値（申請敷地境界） 単位：デシベル

区域区分 予測地点 予測値 基準値 時間区分

第２種区域

評価地点１ ５４．４

６５
昼間

（8:00～20:00）

評価地点２ ４９．２

評価地点３ ４６．８

評価地点４ ４３．１

評価地点５ ４８．０

■騒音の基準値と予測値（申請敷地境界） 単位：デシベル

区域区分 予測地点 予測値 基準値 時間区分

第３種区域

評価地点１ ５６．２

６５
昼間

（8:00～20:00）

評価地点２ ５９．６

評価地点３ ５７．４

評価地点４ ６１．１

評価地点５ ５８．３
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